
岩倉市病児保育・病後児保育事業実施要綱 

  

（趣旨） 

第１条  この要綱は、病気の回復期である児童又は病気の回復期に至らな

い児童を一時的に保育する病児保育及び病後児保育事業の実施について

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 保育園等 保育園、幼稚園、認定こども園等及び小学校その他小学

校に相当する教育機関をいう。  

(2) 児童 保育園等に通所する小学校３年生に相当するまでの者をいう。 

(3) 病児保育 病気の回復期に至っていないが、医療機関による入院加

療の必要がなく、症状の急変が生じるおそれがない児童を病院、診療

所、保育所等に設置された専用施設で一時的に保育する事業をいう。 

(4) 病後児保育 病気の回復期にあり、医療機関による入院加療の必要

はないが、安静の確保に配慮する必要がある児童を病院、診療所、保

育所等に設置された専用施設で一時的に保育する事業をいう。 

 （実施主体） 

第３条  病児保育及び病後児保育の実施主体は、岩倉市とする。 

 （委託） 

第４条 病児保育及び病後児保育は、適切に事業を実施することができる

と市長が認める者（以下「実施事業者」という。）に委託することができ

る。 

  （対象者） 

第５条  病児保育の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 市内に居住する児童で、病気の回復期に至らない場合であり、かつ、

当面の症状の急変が認められない場合で、保育園等での集団生活が困

難な者 

(2) 前号に規定する児童で、その保護者が疾病、入院、介護、冠婚葬祭

等社会的にやむを得ない事情により、自宅において育児をされること

が困難な者 

２ 病後児保育の対象者は、次に掲げる者とする。 



(1) 市内に居住する満１歳以上の児童で、病気の回復期であることから

保育園等での集団生活が困難な者 

(2) 前号に規定する児童で、その保護者が疾病、入院、介護、冠婚葬祭

等社会的にやむを得ない事情により、自宅において育児をされること

が困難な者 

（実施基準） 

第６条  病児保育又は病後児保育を実施する施設（以下「実施施設」とい

う。）は、厚生労働省が定める基準を満たし、かつ、市長が適当と認めた

ものとする。 

２  実施施設の利用定員は、児童２人とする。 

３  実施施設の職員配置は、児童１０名に対して看護師、准看護師又は助

産師のうちいずれか１名を、児童３名に対して保育士等１名を配置しな

ければならない。 

  （事業内容）  

第７条  病児保育及び病後児保育の事業内容は、次に定めるものとする。 

(1) 病児保育又は病後児保育を必要とする児童を医師の指示（診断）に

より受け入れること。 

(2) 体温の管理等その健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安

静を保てるように処置すること。 

(3) 他の児童への感染の防止に配慮すること。 

  （保育期間） 

第８条   病児保育及び病後児保育の保育期間は、原則として７日以内とす

る。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況に

より市長が必要と認める場合は、必要最小限の範囲内でこれを延長する

ことができる。 

（保育時間等） 

第９条  病児保育及び病後児保育の保育時間は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定めるものとする。 

(1) 病児保育 月曜日から金曜日までは午前８時３０分から午後５時ま

で及び土曜日の午前８時３０分から午後１時まで 

(2) 病後児保育 月曜日から金曜日までの午前７時３０分から午後６時

まで 

２  実施施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要が



あると認める場合は、変更することができる。 

 (1) 日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日 

 (3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除

く。） 

 (4) その他市長が実施事業者と協議して適当と認めた日 

（事前登録） 

第１０条  病児保育又は病後児保育を利用しようとする保護者は、あらか

じめ病児保育・病後児保育登録申請書（様式第１）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２  前項の申請を受理したときは、速やかに病児保育・病後児保育登録受

付簿（様式第２）に記入しなければならない。 

（利用の申請及び決定通知） 

第１１条  前条の登録をした者が、病児保育又は病後児保育を利用しよう

とするときは、医師の診察を受けたうえで、市長に病児保育・病後児保

育利用申請書（様式第３）を提出しなければならない。なお、病後児保

育の利用については病後児保育連絡票（様式第３の２）も併せて提出し

なければならない。 

２  市長は、前項の申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、病

児保育又は病後児保育の必要を認めたときは病児保育・病後児保育利用

許可通知書（様式第４）により、病児保育又は病後児保育の要件に該当

しないと認めたとき又は定員を超えているときは病児保育・病後児保育

利用不許可通知書（様式第５）により、保護者に通知するものとする。 

  （保育料の徴収） 

第１２条  市長は、病児保育又は病後児保育の利用許可を受けた保護者か

ら児童１人につき、別表に定める保育料を徴収する。 

２  市長は、前条第２項で決定したときは、保護者に対し、病児保育料・

病後児保育料決定通知書（様式第６）により通知するものとする。 

３  保護者は、前項の通知を受けたときは、市長の指定する日までに保育

料を納付しなければならない。 

４  市長は、生活の困窮、災害その他特別の理由のある者に対しては、保

育料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができ



る。 

  （雑則） 

第１３条  この要綱に定めるもののほか、病児保育及び病後児保育につい

て必要な事項は、市長が別に定める。 

  

附  則 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に提出されている改正前の岩倉市病児保育事業

実施要綱の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されてい

る書類は、改正後の岩倉市病児保育及び病後児保育事業実施要綱の様式

によるものとみなす。 

３ この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 

附  則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附  則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 



別表（第１２条関係） 

      

保育 年齢区分 保育料（日額） 

病児保育 

満３歳未満 ２，１００円 

満３歳 ９００円 

満４歳以上 ８００円 

 病後児保育 

満３歳未満 １，８００円 

満３歳 ８００円 

満４歳以上 ７００円 

 



様式第１（第１０条関係） 

年    月     日 

 

          登 録 申 請 書 

  
 

  岩倉市長             殿 

                                      申請者名             

  
   次のとおり病児保育・病後児保育の利用登録を申請します。 

 

住 所 岩倉市 

保 護 者 名 
  

  
電話番号（         ） 

         － 

ふ り が な 

児 童 名 
                                 

 年  月  日生 

             歳     

男 

女 

所属園又学校名 
  

生活保護の有無 有  ・  無 

緊 急 連 絡 先 
名前［         ］続柄［     ］電話番号［     ］ 

名前［         ］続柄［     ］電話番号［     ］ 

これまでに受けた予防接種に○をしてください。 

  １ ＢＣＧ                      ２ 麻しん 

  ３ 水ぼうそう                  ４ 風しん 

  ５ おたふくかぜ                ６ ポリオ   １回目・２回目 

  ７ 日本脳炎             ８ 三種混合（百日咳･ｼﾞﾌﾃﾘｱ･破傷風） 

     １回目･２回目･追加接種      １回目･２回目･３回目･追加接種 

 ９ 二種混合（ｼﾞﾌﾃﾘｱ･破傷風） 10その他（          ） 

    １回目･２回目･追加接種 

  既往歴等(                    )         

食物アレルギーはありますか。   いいえ・はい(                      ) 

薬物アレルギーはありますか。   いいえ・はい(                      ) 

その他アレルギーはありますか。 いいえ・はい(                      ) 

 備考 病児保育と病後児保育の両方に登録する場合は、それぞれの実施施設に

提出してください。 

病 児 保 育 

病 後 児 保 育 

病 児 保 育 

病 後 児 保 育 



様式第２（第１０条関係） 

 

                  登  録  受  付  簿 

 

登録年月日 登録番号 住    所 保護者氏名 児童名 生年月日 緊急連絡先 備考 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

病 児 保 育 

病 後 児 保 育 



様式第３（第１１条関係） 

年   月    日 

  
  

           利 用 申 請 書 

  
  

岩倉市長             殿 

  
  
保護者    住所    岩倉市 

氏名                            

電話   (         )        － 

  
を受けたいので、次のとおり申請します。 

  

区分 氏名 年齢 生年月日 性別 児童の入所施設名 

児童  
  

  年 月 日 男・女 
  

入所を希望する期間 

   年   月  日から     年  月   日 までの 

１  毎日 

２  その他指定日 (                              )  

入所を希望する時間 午前・午後  時  分から午前・午後  時  分 

緊 急 連 絡 先  自宅・勤め先・その他 （      ）電話     － 

医 

師 

の 

所 

見 

  

  

  

医療機関名 

                                                       

備考 病後児保育を利用する場合は、病後児保育連絡票（様式３の２）も併せて

提出してください。 

 

 

 

 

 

 

病 児 保 育 

病 後 児 保 育 

病 児 保 育 

病 後 児 保 育 



様式第３の２（第１１条関係） 

 

病 後 児 保 育 連 絡 票 

 

 

                  対象児童  氏  名 

                        生年月日 

                     

対象児童を診察した結果、児童は病気の回復期にあり、病後児保育の利用が可

能と思われます。 

 

記 

 

医師記載欄 

傷病名 

該当する病名、症状にチェックをお願いします。 

□感冒・感冒様症状群 □いん頭炎 □へん桃腺炎 

□気管支炎 □ぜん息 □ぜん息性気管支炎  

□感冒性おう吐症 □消化不良 □自家中毒 □中耳炎  

□外耳炎 □結膜炎 □膿痂疹 □突発性発疹症  

□手足口病 □伝染性紅はん □流行性耳下腺炎 □麻しん 

□水痘 □風しん □百日せき □骨折 □やけど 

＜病名不明のとき＞ 

□発熱 □下痢 □おう吐 □咳嗽 □ぜい鳴 □発しん 

処方内容 

薬品名 用量 用法 

 

 

  

留意点 

該当する項目にチェックをお願いします。 

□ベッドで安静にしている。  

□ベッドが主だが静かな遊びは可能である。  

□普通に遊ぶことは可能である。 

□その他（                     ） 

その他、お気づきのことがございま

したら、ご記入お願いします。 

 

病後児保育利用期間（回復期） 

（※７日間を限度とします。） 
日間程度 

 

診 察 日   年 月 日 

医療機関名  

医 師 名        

 



様式第４（第１１条関係） 

年   月   日 

  
  

            利 用 許 可 通 知 書 

  
  

様 

  

                                          岩倉市長      印 

  
 

の利用を、次のとおり許可しましたので通知します。 

 

  

児 童 の 氏 名 
  

生 年 月 日 
  

入 所 期 間 

     年   月   日から       年   月   日まで 

１ 毎日 

２ その他指定日（                                  ） 

保 育 時 間 午前・午後   時    分から午前・午後    時    分まで 

備     考 

  
  
  

  

病 児 保 育 

病 後 児 保 育 

病 児 保 育 

病 後 児 保 育 



様式第５（第１１条関係） 

年   月   日 

  
  

            利 用 不 許 可 通 知 書 

  
  

様 

  

                                       岩倉市長        印 

  
申請のあった        の入所については、次のとおり不許可としまし 

 

たので通知します。 

  

児 童 の 氏 名 
  

生 年 月 日 年   月   日生   性別 男・女 

不許可の理由 

  

備 考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病 児 保 育 

病 後 児 保 育 

病 児 保 育 

病 後 児 保 育 



様式第６（第１２条関係） 

年   月   日 

  
  

         決 定 通 知 書 

  
  

様 

  

                                       岩倉市長        印 

  
に係る保育料については、次のとおり決定しましたので通知します。 

 

 

児 童 の 氏 名 
  性

別 

男

女 

生年

月日 

  
年  月  日生(    歳) 

保 育 日 数 日 

保 育 料 

  

                   円 

  
（日額 2,100円（病後児 1,800円）×保育日数           日） 

（日額  900円（病後児   800円）×保育日数           日） 

（日額 800円（病後児   700円）×保育日数           日） 

  

備 考 

  
  
  
  

  

   

  
  

 

 

病 児 保 育 料 

病 後 児 保 育  料 

病 児 保 育 

病 後 児 保 育 


